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令和８年度クリニカル・イナーシャ対策推進事業運営業務に係る企画提案公募実施要領 

 

第１ 対象業務 

 １ 業務名 

    令和８年度クリニカル・イナーシャ対策推進事業運営業務 

 ２ 内容 

    本県の死因の２割超である循環器病（脳卒中・心血管疾患）の発症要因となり得る高血 

圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれも、未治療である割合が、治療が必要である者の４割 

を超えている 。このうち、特に４０歳以上の高血圧判定者における未治療者は、約１３万 

人と３疾病で最も多い。 

 この事業では、高血圧症未治療者、循環器病発症者及び循環器病による死亡者の減少を 

目指し、県民（特に無関心層）が血圧測定を習慣化し、自己の血圧値を知り、適時適切な

受診につなげる取組を行う。 

 ３ 履行期限 

   令和９年３月３１日（水） 

 ４ 提案価格の上限 

   １５，３１７，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）以内とする。 

 

第２ 企画提案公募の実施 

   普段から血圧測定を実施し、自己の血圧値を知ること、基準値（収縮期血圧１４０mmHg、

拡張期血圧９０mmHg）を超えた場合、治療が必要なことについて、県民等への効果的な普及

啓発に資する企画内容を公募のうえ、最良な業務受託者を決定するために企画提案公募を実

施する。 

 

第３ 参加資格要件 

企画提案を提出する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

 （１）青森県内に本社または支社のある事業者で、放送・広告代理等の業務を行っている事業

者。 

 （２）「役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿」の営業種目「Ｗ０１」及び「Ｗ

０２」、「Ｗ０３」に登載されており、等級格付け「Ａ」又は「Ｂ」であること。 

 （３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項各号に

規定する者に該当しない者。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと、又は民事再生法（平成   

１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の

決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（５）国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中でないこと。 

（６）法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 
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第４ 質問の受付等 

 １ 提出方法 

  （１）提出期限 

     令和８年３月６日（金）１２時００分 

  （２）提出先 

     下記第１３の提出先・問合せ先 

  （３）提出方法 

     質問書（第１号様式）により、電子メールにより提出すること。 

    ア 電子メール 

      aomori_hp@pref.aomori.lg.jp 

    イ 使用する件名 

      「令和８年度クリニカル・イナーシャ対策推進事業運営業務企画提案公募について

（○○○）」とし、『○○○』には事業者名を記載すること。 

 ２ 回答 

   質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除いた

全てについて、受領後３営業日程度で、青森県庁ホームページ上に公表する。 

 

第５ 参加表明 

   本企画提案への参加を希望する者は、次のとおり参加表明書（第２号様式）を１部提出す

ること。 

１ 提出期限 

   令和８年３月１０日（火）１２時００分 

 ２ 提出先 

   下記第１３の提出先・問合せ先 

 

第６ 企画提案書の提出 

   参加表明書を提出した者は、次のとおり企画提案書を提出すること。 

 １ 内容等 

  （１）内容 

     業務概要及び仕様書（案）を参考に企画提案すること。 

     なお、以下の点については、確実に明記すること。 

①提案コンセプト 

 提案にあたっての理念、県民にわかりやすく効果的に情報を伝えるための工夫等 

②企画の具体案 

 ア タレントを起用した広報展開 

 ○県が指定したタレント※を起用した広報媒体を作成すること。 

 タレントの出演料については、8,000,000円を見積もること。 

 ※参加表明書の提出が確認でき次第、提出した者へ県の検討状況について参考提示

する。 

 

○多くの県民の参加を促すよう、行動経済学に基づいた広報活動を展開すること。 
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○メインターゲットが健康に関しての「無関心層」であることを想定した広報方法や

後述するキャンペーンの協力店を紹介・選定すること。 

 

・メインターゲット 

  健康に対して「無関心」な特に 40代～50代男性。 ＊対象は県民全員。 

  

・期間 

  後述するキャンペーン期間と併せて 6か月間とする。 

 

・特設サイト等について 

  後述するキャンペーンの他、高血圧予防、血圧測定の習慣化、適時適切な治療等に

関する情報も掲載すること。 

 

・啓発ポスターの作成枚数、発送先及び発送方法等について 

  啓発ポスターは 2,000部（以上）、送付箇所県内約 1,000か所以上で見込むこと。 

  なお、ポスターは４つ折りでの送付を可とする。 

 

 イ 血圧測定キャンペーンの実施・運営 

 ○県民が血圧測定を習慣化し、自己の血圧値を把握できるよう、10回血圧を測定して、

その値を LINE アプリに入力すれば、クーポンが発行されるキャンペーンを企画し、

その内容を記載すること。クーポンは県が認定した協力店で使用できる仕様にするこ

と。 

  

・メインターゲット 

  健康に対して「無関心」な特に 40代～50代男性。 ＊対象は県民全員。 

 

・実施期間 

  令和８年６月以降開始の６か月間。 

ただし、令和９年２月２８日までに終了可能な開始日とする。 

 

・LINEアプリについて 

  登録者の基本情報の登録、血圧測定値を記録、血圧の測定値に応じたメッセージ自

動送付、管理者からの情報発信ができる仕様を含めること。 

 

  （２）作成方法 

    ア Ａ４判、横書きとすること。 

    イ ページ番号は各ページ下部中央に付し、目次を除き通し番号とすること。 

    ウ 極力、専門用語は使用しないこと。 

    エ 業務実施体制、業務スケジュール、類似業務の実績及び経費見積書（様式任意）を 

添付すること。 

  （３）提出部数 

     正本１部、副本４部 

 ２ 提出方法 

   下記第１３の提出先・問合せ先への持参（土日祝日を除く。）、郵送、電子ファイル送信の

いずれかにより提出すること。 

 ３ 提出期限 

   令和８年３月１６日（月）１７時００分必着 
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第７ 提案の無効 

   次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

  （１）参加する資格のない者が提案したとき。 

  （２）所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。 

  （３）提案者が本企画提案公募に対して２以上の提案をしたとき。 

  （４）事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。 

  （５）その他あらかじめ指示した事項に違反したとき、又は提案者に求められる義務を履行

しなかったとき。 

 

第８ 企画提案の審査 

 １ 審査方法 

   提出された企画提案書の内容について、別に定める審査委員で構成する審査会において、

審査を実施する。提案者は企画提案書に基づき、１５分以内でプレゼンテーションすること

とし、審査員からの質疑応答（５分程度）を設ける。なお、審査会は非公開とする。 

  （審査のポイント） 

  ・本事業の趣旨を理解しているか。 

  ・創意工夫された魅力的な企画となっているか。 

  ・無関心層が関心を示し、血圧測定の意欲向上につながる訴求力があるか。 

・提案内容に対して、適切な経費が見積もられているか。 

 ２ 審査結果 

   審査結果については、全ての提案者に対して文書により通知する。 

   なお、審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 ３ 審査日程 

   令和８年３月１８日(水)～１９日（木）のいずれか 1日（予定） 

   審査会の日程については、参加表明書の提出があった事業所に個別に通知する。 

 

第９ 契約等 

 １ 契約の締結 

  （１）第８の１により決定した最優秀提案者（以下「契約候補者」という。）と企画提案書を

参考に仕様等について協議を行い、協議が整った場合に、第１の４の金額の範囲内で

契約を締結する。この協議において、提出された提案の内容を一部変更する場合があ

る。 

  （２）契約候補者と協議が整わなかった場合には、次点提案者と企画提案書を参考に仕様等

について協議を行い、協議が整った場合に契約を締結する。 

 ２ 契約保証金 

   青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号）第１５９条の規定に基づき、契約

金額の１００分の５以上の契約保証金を納付させ、又は当該契約保証金に代わる担保を提供

させるものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 

  （１）契約予定者が保険会社との間に青森県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 
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  （２）過去２年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回

以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこと

となるおそれがないと認められるとき。 

  （３）契約予定者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他知事が指定する金

融機関と履行保証契約を締結したとき。 

 ３ その他の契約条項 

   契約候補者又は次点提案者と協議の上、定める。 

 

第１０ その他の留意事項 

 （１）企画提案書等の記述が著作権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対

象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負うものとする。 

 （２）提出期限以降の書類変更、差替え又は再提出には原則として応じない。 

 （３）提出書類は、理由の如何を問わず返却を行わない。 

 （４）企画提案書の作成、提出等に要する経費は、すべて提案者の負担とする。 

 （５）この提案書の募集は、令和８年度当初予算が成立することを前提に進めているため、同 

予算の成立をもってはじめて有効に契約しうるものとなる。成立しなかった場合には、こ 

の手続の変更（中止を含む。）を行うことがある。なお、この場合、提案書提出者の損害は 

補償しない。 

 

第１１ スケジュール予定 

    令和８年  ３月 ６日（金）１２時００分   質問書提出締切 

          ３月１０日（火）１２時００分   参加表明書提出締切 

          ３月１６日（月）１７時００分   企画提案書提出締切 

          ３月１８日（水）～１９日（木）  審査会開催（予定） 

          ３月２３日（月）         審査結果の送付 

          ４月 １日（水）         契約締結 

 

第１２ 添付資料 

   （１）業務概要 

   （２）仕様書（案） 

 

第１３ 提出先・問合せ先 

    青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課 健やか力推進グループ（担当：佐藤、塩﨑）  

    〒030-8570 青森県青森市長島一丁目１－１ 青森県庁北棟６階 

    電話：017-734-9283（直通） 

    電子メール：aomori_hp@pref.aomori.lg.jp 
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第１号様式（第４関係） 

令和  年  月  日 

 

 青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課長 殿 

 

            住所 

            氏名又は商号 

            代表者職・氏名 

 

 

質   問   書 

 

 令和８年度クリニカル・イナーシャ対策推進事業運営業務に係る企画提案公募について、次の

とおり質問があるので提出します。 

 

資料名  

条項又は 

ページ 

 

内容  

 ※資料名は、公告した資料の名称を記載すること。 

 

 本件に係る連絡先 

  所  属： 

  担当者名： 

  電話番号： 

  電子メール： 

 

 

 

（留意事項） 

  １．Ａ４判とすること。 
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第２号様式（第５関係） 

令和  年  月  日 

 

 青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課長 殿 

 

            住所 

            氏名又は商号 

            代表者職・氏名                   

 

 

参 加 表 明 書 

 

 令和８年度クリニカル・イナーシャ対策推進事業運営業務に係る企画提案公募への参加を希

望します。 

 なお、令和８年度クリニカル・イナーシャ対策推進事業運営業務に係る企画提案公募実施要領

の第３に規定する参加資格要件を満たしていることを申し出ます。 

 

 

（添付書類） 

  １ 提案者概要  （別紙１） 

 

 

 

 

 

○本件に係る連絡先（担当者） 

所属  

担当者名  

電話番号  

電子メール  

 

 

 （留意事項） 

   １．Ａ４判とすること。 
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（別紙１） 

 

 

提  案  者  概  要 

 

 １ 提案者の状況（参加表明書提出日現在） 

 

（１）本社 

名称  

住所又は所在地  

代表者氏名  

電話番号  

資本金  

従業員数  

営業年数  

 

 

（２）青森県内に本社を有しない場合、青森県内の支店・営業所 

名称  

住所  

代表者氏名  

電話番号  

 

 

（留意事項） 

  １．Ａ４判とすること。 

 

 


